
雇用保険の追加給付に係る進捗状況（ご報告） 

 

○ 毎月勤労統計の不適正な処理に伴う雇用保険の追加給付については、

本年２月４日に公表した工程表に基づき、対応を進めている。 

 

１．現に給付を受けている方 

○ 現に受給中の方で追加給付が発生する方の過去分については、概ね

お支払いを終えた。 

【７月末現在の実績】約 20 万人に支払い済（約 7千万円） 

 

２．過去に給付を受けていた方 

○ 以下のとおり、工程表とおりに進捗している。 

 ・ 過去に育児休業給付を受給していた方については、８月８日から順次

お知らせを送付している。 

 ・ その他の給付（育児休業給付以外）を受給していた方については、10

月頃から順次お知らせを送付する予定。 

 ・ いずれも、11 月頃から順次お支払いする予定。 

 

※ 国家公務員退職手当法に基づく失業者の退職手当についても、雇用保険の追加給付の取

扱いと同様に対応中。（一部の安定所において行政文書の誤廃棄があったが、他の資料等

から追加給付に必要な情報を把握する等の対応により、追加給付の対象者への不利益は生

じない） 

 

職業安定分科会雇用保険部会（第 131 回） 
 

 

 

資料５  

令和元年９月４日 
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追
加
給
付
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

現 に 給 付 を 受 け て い る 方 過 去 に 給 付 を 受 け て い た 方

雇
用
保
険

労
災
保
険

（
労
災
年
金
）

労
災
保
険

（
休
業
補
償
）

労
災
保
険

（
休
業
補
償
）

労
災
保
険

（
労
災
年
金
）

雇
用
保
険

船
員
保
険

船
員
保
険

お
支
払
い
開
始
時
期

３
月
18
日
～

（
一
部
の
方
の
過
去
分
は
10
月
頃
～
）

将
来
分
：
３
月
18
日
～

過
去
分
：
４
月
～

（
一
部
の
方
は
11
月
頃
～
）

将
来
分
：
４
月
24
日
～

過
去
分
：
５
月
23
日
～

（
一
部
の
方
は
９
月
～
）

将
来
分
：
６
月
14
日
～

（
４
～
５
月
分
）

過
去
分
：
６
月
14
日
～

（
一
部
の
方
は
10
月
～
）

過
去
分
：
６
月
26
日
～

（
一
部
の
方
は
７
月
～
）

将
来
分
：
５
月

（
４
月
分
）
～

過
去
分
：
７
月
５
日
～

（
一
部
の
方
は
８
月
～
）

４
月
1
0日

～
４
月
1
5日

～

育
児
休
業
給
付
：
８
月
８
日
～

そ
れ
以
外

：
10
月
頃
～

９
月
頃
～

８
月
頃
～

（
一
部
の
方
は
11
月
頃
～
）

４
月
2
3日

～

1
1
月
頃
～

1
0
月
頃
～

９
月
頃
～

（
一
部
の
方
は
12
月
頃
～
）

６
月
1
4日

～

お
知
ら
せ
開
始
時
期

以
下
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
お
知
ら
せ
や
お
支
払
い
を
順
次
実
施
す
べ
く
、
準
備
を
進
め
る
。

※
将
来
分
：
今
後
支
払
わ
れ
る
給
付
に
つ
い
て
、
改
定
し
た
額
で
の
お
支
払
い

過
去
分
：
過
去
に
受
け
た
給
付
に
つ
い
て
、
追
加
分
を
ま
と
め
て
お
支
払
い

参
考
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2
0
1
9
年

労 災 保 険 （ 年 金 ・ 休 業 ） 船 員 保 険

雇
用
保
険
・労
災
保
険
・船
員
保
険
の
追
加
給
付
の
ス
ケ
ジ
ュー
ル

現
に
給
付
を
受
け
て
い
る
方

４
月
10
日
に
お
知
らせ
を
送
付
。４
月
15
日
に
過
去
の
追
加
給
付
分
を
含
め
お
支
払
い
。

※
労
災
保
険
の
上
乗
せ
給
付
の
み
受
給
して
い
る
一
部
の
方
に
つ
い
て
は
、労
災
保
険
との
調
整
次
第
順
次

お
支
払
い
。

遺
族
年
金
・障
害
年
金
を
現
に
受
給
中
の
方

（
約
6.
6千
人
）

【労
災
年
金
】現
に
受
給
中
の
方

（
推
計
約
22
万
人
）
※
３

【休
業
補
償
】現
に
受
給
中
の
方

４
月

5月

雇 用 保 険

6月
7月

8月
9月

8月
10
月
11
月
12
月

～

注
）
オ
レ
ンジ
の
欄
は
将
来
分
、緑
の
欄
は
過
去
の
追
加
給
付
分
。推
計
値
は
、一
部
精
査
中
。

基
本
手
当
、育
児
休
業
給
付
、介
護
休
業

給
付
等
（
※
2）
を現
在
受
給
中
の
方

（
約
20
万
人
）

現
に
受
給
中
の
方

将
来
分
に
つ
い
て
は
、３
月
18
日
か
ら失
業
の
認
定
の
際
等
に
説
明
。そ
の
後
順
次
お
支
払
い
。

過
去
の
追
加
給
付
分
に
つ
い
て
は
、３
月
18
日
か
ら失
業
の
認
定
の
際
等
に
説
明
。

その
後
、４
～
６
月
に
お
支
払
い
。

上
記
（
※
2）
以
外
の
給
付
を受
給
中
の
方

上
記
（
※
2）
以
外
の
給
付
に
係
る
過
去
の
追
加
給
付
分
に
つ
い
て
は
、

10
月
頃
か
ら順
次
お
知
らせ
を
送
付
。1
1月
頃
か
ら順
次
お
支
払
い
。

過
去
の
追
加
給
付
分
に
つ
い
て
は
、4
月
下
旬
ま
で
に
シ
ス
テ
ム
対
応
し、
５
月
23
日
か
ら順
次
お
知
らせ
を

送
付
。６
月
14
日
か
ら順
次
お
支
払
い
。

7月
末
を
目
途
に
厚
生
年
金
との
調
整
な
どに
よ
る
支
払
額
へ
の
影
響
等
を
検
証
し、
9月
か
ら順
次
お
知
らせ
を

送
付
。1
0月
15
日
か
ら順
次
お
支
払
い
。

将
来
分
に
つ
い
て
は
、４
月
24
日
に
お
知
らせ
を
送
付
。6
月
14
日
（
４
～
５
月
分
年
金
）
か
らお
支
払
い
。

（
イ）
支
給
調
整
が
必
要
な
方

過
去
の
追
加
給
付
分
に
つ
い
て
は
、５
月
下
旬
ま
で
に
シ
ス
テ
ム
対
応
し、
６
月
26
日
か
ら順
次
お
知
らせ
を

送
付
。7
月
５
日
か
ら順
次
お
支
払
い
。

6月
末
を
目
途
に
厚
生
年
金
との
調
整
な
どに
よ
る
支
払
額
へ
の
影
響
等
を
検
証
し、
7月
26
日
か
ら順
次
お
知
らせ

を
送
付
。
8月
か
ら順
次
お
支
払
い
。

将
来
分
に
つ
い
て
は
、５
月
（
４
月
分
の
休
業
請
求
）
か
ら順
次
お
支
払
い
。

（
イ）
支
給
調
整
が
必
要
な
方

（
ア
）
支
給
調
整
が
不
要
な
方

（
約
6.
2万
人
）

（
ア
）
支
給
調
整
が
不
要
な
方

（
約
0.
8万
人
（
延
べ
約
4万
人
）
）

※
３
再
計
算
後
の
ス
ライ
ド率
等
の
適
用
に
よ
り、
一
部
の
方
が
追
加
給
付
の
対
象
とな
る
。

以
下
の
ス
ケ
ジ
ュー
ル
で
の
実
施
を
目
指
し、
準
備
を
進
め
る
。

３
月
18
日
以
降
分
は

適
正
額
で
お
支
払
い
。
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2
0
1
9
年

過
去
に
給
付
を
受
け
て
い
た
方

※
受
給
して
い
る
方
が
死
亡
した
際
に
未
支
給
の
給
付
金
を
過
去
に
受
領
した
親
族
に
つ
い
て
も
同
様
の
対
応
を
実
施
。

【労
災
年
金
】受
給
され
て
い
た
方

（
推
計
延
べ
約
17
万
人
）

【休
業
補
償
】シ
ス
テ
ム
の
別
領
域
で
情
報
を

保
管
して
い
る
方
(推
計
延
べ
約
10
万
人
)

【休
業
補
償
】シ
ス
テ
ム
の
台
帳
で
情
報
を
保
管

して
い
る
方
(推
計
延
べ
約
31
万
人
)

労 災 保 険

住
基
デ
ー
タの
住
所
履
歴
との
突
合
等
に
よ
り本
人
や
追
加
給
付
を
請
求
で
き
る
方
の
現
住
所
を
特
定
し、
該
当
者
に
9月
頃
か
ら

順
次
お
知
らせ
を
送
付
。ご
回
答
を
踏
ま
え
、1
0月
頃
か
ら順
次
お
支
払
い
。

シ
ス
テ
ム
対
応
し、
住
基
デ
ー
タの
住
所
履
歴
との
突
合
等
に
よ
り現
住
所
を
特
定
し、
該
当
者
に
8月
頃
か
ら順
次
お
知
らせ
を
送
付
。

ご
回
答
を
踏
ま
え
、9
月
頃
か
ら順
次
お
支
払
い
。

シ
ス
テ
ム
の
台
帳
に
デ
ー
タを
復
旧
後
、住
基
デ
ー
タの
住
所
履
歴
との
突
合
等
に
よ
り現
住
所
を
特
定
し、
該
当
者
に
11
月
頃
か
ら

順
次
お
知
らせ
を
送
付
。ご
回
答
を
踏
ま
え
、1
2月
頃
か
ら順
次
お
支
払
い
。

雇 用 保 険

4月
23
日
か
ら、
住
基
デ
ー
タの
住
所
履
歴
との
突
合
等
に
よ
り本
人
や
追
加
給
付
を
請
求
で
き
る
方
の
現
住
所
を
特
定

し、
該
当
者
に
順
次
お
知
らせ
を
送
付
。ご
回
答
を
踏
ま
え
、6
月
14
日
か
ら順
次
お
支
払
い
。

船 員 保 険

４
月

5月
6月

7月
9月

8月
11
月
12
月

～
10
月

遺
族
年
金
・障
害
年
金
を
受
給
され
て
い
た
方

（
推
計
約
4.
5千
人
）

育
児
休
業
給
付

(シ
ス
テ
ム
の
台
帳
で
情
報
を
保
管
して
い
る
方
)

＜
延
べ
約
10
.8
万
人
＞

育
児
休
業
給
付
以
外

＜
推
計
延
べ
約
1,
85
4万
人
＞

（
※
２
）（
Ｈ
16
.8
以
降
）

住
所
の
電
子
デ
ー
タ

あ
り（
※
１
）

住
所
の
電
子

デ
ー
タな
し

シ
ス
テ
ム
対
応
し、
住
基
デ
ー
タの
住
所
履
歴
との
突
合
等
に
よ
り現
住
所
を
特
定
し、
該
当
者
に
10
月
頃
か
ら順
次
お
知
らせ
を
送
付
。

ご
回
答
を
踏
ま
え
、1
1月
頃
か
ら順
次
お
支
払
い
。

シ
ス
テ
ム
対
応
し、
住
基
デ
ー
タの
住
所
情
報
を
把
握
した
上
で
現
住
所
を
特
定
し、
10
月
頃
か
ら順
次
お
知
らせ
を
送
付
。

ご
回
答
を
踏
ま
え
、1
1月
頃
か
ら順
次
お
支
払
い
。

※
２
シ
ス
テ
ム
の
別
領
域
か
らシ
ス

テ
ム
の
台
帳
へ
の
移
管
を
順
次
行
う

必
要
が
あ
る
デ
ー
タ（
推
計
延
べ
約

1,
08
3万
人
）
を
含
む
（
シ
ス
テ
ム

へ
の
負
荷
に
考
慮
が
必
要
）
。

※
１
ハ
ロー
ワ
ー
クで
持
つ
求
職
者
情
報
等
も
活
用
して
住
所
デ
ー
タを
収
集
。

シ
ス
テ
ム
対
応
し、
住
基
デ
ー
タの
住
所
履
歴
との
突
合
等
に
よ
り現
住
所
を
特
定
し、
該
当
者
に
８
月
８
日
か
ら順
次

お
知
らせ
を
送
付
。ご
回
答
を
踏
ま
え
、1
1月
頃
か
ら順
次
お
支
払
い
。
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